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第５巻 家畜衛生、1989～96 

第６巻 人間の健康、1989～96 

第７巻 医薬品および化粧品 

第８巻 変異型 CJD 

第９巻 ウェールズ、スコットランドおよび北アイルランド  

第 10 巻 経済的影響と貿易 

第 11 巻 サウスウッド報告書後の科学者  

第 12 巻 畜産業 

第 13 巻 産業処理と規制 

第 14 巻 人及び家畜の衛生に関する責務 

第 15 巻 政府および行政 

第 16 巻 参考資料  
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脚注についての説明  

 

BSE 調査における審議の過程で、口頭によるヒアリングの記録とともに何千もの文書が公

表されている。これらの文書は、本調査による時間的経過に沿った説明、議論および結論

の根拠となる文献証拠となった。これら文書の出典について、脚注では、BSE 調査委員会

の文書整理システムに基づいたコード番号によって記載する。なお、これらの文書は以下

の 2 つの方法で一般参照が可能である。 

 

• 公文書館は、これらの文献証拠を CD-ROM 形式の電子的な複写として所蔵しているの

でこれを参照する。 

• BSE ウェブサイト（www.bseinquiry.gov.uk）を参照する。 

 

コード「YB」（例：YB88/12.22/4.1）  

YB は、「Year Books（年報）」をさす。これらは、年ごとに年代順に収集した文書である。

文書の出典は様々であるが、その多くは書簡、覚書および部局会議議事録である。例とし

て、上記のコードは、1988 年 12 月 22 日付（YB88/12.22）の文書で、同日に 4 番目に提

出されたものであり、具体的にはその 1 頁目をさしている（4.1）。 

 

コード「S」（証人供述書）（例：S387 Tomlinson para. 6）  

証人による供述は、BSE 調査委員会に文献証拠として提出される。上記の例では、「S」は

この文献証拠が証人供述に分類され、供述書番号 387 の 6 節であることを示している。ま

た、「Tomlinson」は、この文書がバーナード・トムリンソン卿によって書かれたものであ

ることを示す。1 人の証人から複数の供述書が提出された場合には、これらは「S387」、

「S387A」等として分類される。 

 

コード「T」（口頭ヒアリング記録）（例：T40 pp. 121-2）  

証人の多くが BSE 調査委員会に対し口頭による供述を行っており、コード「T」は、その

文書が該当するヒアリングの内容を書き取ったものであることを示す。上記の例では、口

頭ヒアリング第 40 日、121～121 頁をさしている。 

 

コード「 IBD」（例：IBD1 tab 2 para. 5.3.5）  

これらは、農漁業食糧省より提供された公表資料集「Initial Background Documents（調

査開始時の背景文書）」をさす。この例は、そのような背景文書の最初のファイルまたは「書

類の束」をさし、そのうちの 2 番目の文書をさす。この場合、該当する文書は、BSE に関

するサウスウッド委員会調査報告書の 5.3.5 節である。 

 

コード「M」（例：M29 tab 3）  

これらは、様々な出典からのさらに膨大な資料である（「M」は「Materials（資料）」をさ
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す。）。これらの資料は、「調査開始時の背景文書」および以下に記載する一連の資料と同様

に、連続する書類の束として保管されている。 

 

コード「L」（例：L3 tab 6）  

これらは、法規（規則（規制、命令等）および法令）をさし、一般に出版物として入手可

能なものである。ヒアリングにおいて最も頻繁に参照する法規については、便宜上、一連

の「L」の書類の束に保管した。 

 

コード「DM」（例：DM01）  

農漁業食糧省（MAFF）からの文書 

 

コード「DH」（例：DH01）  

保健省からの文書 

 

コード「DW」（例：DW01）  

ウェールズ省からの文書 

 

コード「DS」（例：DS01）  

スコットランド省からの文書 

 

コード「DN」（例：DN01）  

北アイルランド省からの文書 

 

コード「DO」（例：DO01）  

その他の省からの文書 

 

コード「SEAC」（例：SEAC1）  

海綿状脳症諮問委員会（Spongiform Encephalopathy Advisory Committee）に関連する

文書 

 

コード「FEG」（例：FEG1）  

ラミング委員会（飼料に関する専門家グループ（Expert Group on Animal Feedingstuffs））

に関連する文書 

 

コード「Tyrrell」（例：Tyrrell1）  

海 綿 状 脳 症 研 究 に 関 する 諮 問 委 員 会 （ Consultative Committee on Research into 

Encephalophathies）（委員長：デイビッド・ティレル博士）に関連する文書 

 

 

 


